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シンポジウム I：臨床検査技師教育における修学支援について：多様な学生への支援

は じ め に

　近年、大学の教職員間において「多様な学生像

が窺える」という言葉を耳にする機会が増えてき

た。この背景を考える際に、我が国の高等教育機

関への主な進学者である 18 歳人口の推移を平成

30（2018）年度文部科学省白書において見ると、「平

成 4（1992）年の約 205 万人をピークとして減少し

ており、国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よれば、平成 30（2018）年度に約 118 万人の 18 歳

人口は、令和 12（2030）年度には 105 万人、令和

22（2040）年度には 88 万人に減少すると試算され

ています。」1）と記されている。一方、平成 30（2018）

年度学校基本調査 2）では、大学（国立、公立、私

立）の学校数は 782 校で前年度より 2 校増加して

おり、大学学部への進学率は 53.3% で前年度より

0.7 ポイント上昇し過去最高となっている。また、

これに短大、専門学校入学者と高等専門学校 4 年

在学者を加えた高等教育機関への進学率も 81.5%
（前年度より 0.9 ポイント上昇）と、こちらも過去

最高を示した。すなわち、18 歳人口の減少と高

等教育機関への進学率増加のほか、大学や学部新

設時の規制緩和に伴う入学定員の増加によって、

大学全入時代といわれる言説が生じている。

　この状況の中で、「多様な学生とは・・」と考え

れば、学力面、修学面、経済面等に様々な問題を

抱える学生や留学生のほか、性的少数者の学生

等々を挙げることができる。多様な学生には、

多様な支援が求められることになる。そこで、

本稿では、何らかの機能制限により修学面に支援

を求める学生へ焦点を合わせ、I．統計からみる

全国の障害のある学生の修学支援状況、II．『障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律』と

合理的配慮の概説、さらに、III．熊本保健科学

大学における修学支援状況を報告し、最後に臨

床検査学教育現場における修学面に支援を求める

学生への対応課題や今後の展望について述べる。

　なお、「障害」の表記については「障害」のほか、「障

がい」「障碍」「しょうがい」等の様々な見解がある。

文部科学省や厚生労働省等、国の機関では「障害」、

地方公共団体等では「障がい」を主に使用している

が、平成 31（2018）年 3 月 29 日兵庫県宝塚市は、

自治体として全国で初めて、障害者政策等に関す

る公文書に正しい由来の漢字である「障碍」の表記

を使う方針を公表 3）した。表記に関してこのよう

な動きがあるが、本稿における「障害」の表記に関

しては固有名詞を除き、障がい者制度改革推進会

議（第 26 回）資料 2 4）に基づき、「障害」を使用する。
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I．統計からみる全国の障害のある学生の 

修学支援状況

　独立行政法人日本学生支援機構（以下、JASSO）

では、平成 17（2005）年から全国の大学、短期大

学および高等専門学校を対象に、機能制限のあ

る学生（以下、障害学生）の修学支援に関する実

態調査（調査年度の 5 月 1 日現在の実態）を継続

的に実施している。最新の調査結果 5）である平成

30（2018）年 5 月 1 日現在における障害学生数は

33,812 人で、前年度に引き続き 2,608 人増加して

おり、全学生数 3,212,010 人に占める障害学生の

在籍率は 1.05% であった（図 1a）。また、調査し

た全学校数 1,169 校の 80.5% にあたる 941 校に障

害学生が在籍している状況が明らかとなった。さ

らに、平成 30（2018）年度の全障害学生における

障害種別の学生数（図 1b）を見ると、最も多い障

害は病弱・虚弱の 11,151 人（33%）であり、次い

で精神障害 8,770 人（26%）、医師の診断書のある

発達障害 6,047 人（18%）となっている。経年的に

見てもフィジカルな障害の割合に大きな変化は見

られないが、精神障害や発達障害のある学生は

年々増加傾向を呈している。この要因の一つとし

ては、障害についての知見が広まり、大学等にお

ける障害学生の把握が進んだことが大きいと分析

されている。

　一方、障害学生（33,812 人）のうち、学校に支援

申請を行い、それに対して学校が何らかの支援を

行っている学生（以下、修学支援学生）数は 17,091

人で、その割合は障害学生数の約半分を占める

50.5% を呈した。この修学支援学生の割合を障害

者別（図 1c）に見ると、支援割合が高い順に視覚

障害 76.6%、重複障害 72.2%、発達障害 71.5%、

聴覚・言語障害 64.5% であった。しかし、障害

種別において、最も障害学生数の多かった病弱・

虚弱に対する支援割合は 25.3% に留まっていた。

　次に、短期大学および高等専門学校を除いた、

大学に在籍中の障害学生数 30,190 人を学科（専攻）

ＪＡＳＳＯ 平成30年度（2018年度）障害のある学生の修学支援に関する実態調査より一部改変
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図 1c　平成 30 年度 障害種別修学支援学生数とその割合

JASSO 平成 30（2018）年度 障害のある学生の修学支援に関する実態調査より作図

図 1b　平成 30 年度 全障害学生における障害種別学生数

JASSO 平成 30（2018）年度 障害のある学生の修学支援に関する実態調査より作図
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別に区分すると、医学・歯学を除く保健系学部に

おける障害学生数は 2,954 人、そのうちの修学支

援学生数は 1,140 人であった。この修学支援学生

を障害種別ごとに示す（図 1d）と、支援を受けて

いる学生が最も多かった種別は精神障害 337 人

であり、次いで病弱・虚弱 273 人、発達障害 124

人の順となっており、保健系学部でも多様な障害

学生が支援の提供を受けながら、修学に臨んで

いる状況が確認された。

II．『障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律』と合理的配慮

　我が国において、平成 28（2016）年 4 月 1 日よ

り施行された『障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律』6）いわゆる『障害者差別解消法』

は、障害者基本法の差別の禁止規定を具体化す

るものとして、差別の解消を推進し、共生社会

の実現に資するために制定され、二つの方策を

定めている。一つは障害者に対する不当な差別

的取扱いの禁止、もう一つは合理的配慮の提供

である。この二つの方策に関して、事業者別に

課せられる義務を確認すると、国公立大学等で

は不当な差別的取扱いは禁止（してはいけない）

であり、合理的配慮の提供は法的義務（しなけれ

ばならない）となっている。私立学校等の学校法

人でも不当な差別的取扱いは禁止であるが、合理

的配慮の提供は努力義務（するように努める）と

なっている。しかし、東京都では、平成 30（2018）

年 10 月 1 日施行の『障害者への理解促進及び差別

解消の推進に関する条例』7）により、学校法人に

おいても合理的配慮の提供が法的義務に変更され

た。また、『障害者差別解消法』の附則 第 7 条に

おいて、「法律の施行後 3 年を経過した場合にお

いて、第 8 条第 2 項に規定する社会的障壁の除去
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の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方

その他、この法律の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に応じ

て所要の見直しを行うものとする。」と定められて

おり、特に、私立学校等の学校法人における合理

的配慮の提供に関しては、今後の変更を注視して

いかなければならない。

　一方、文部科学省は、平成 24（2012）年 6 月、

大学等高等教育段階における障害のある学生の修

学支援の在り方等について検討する“障がいのあ

る学生の修学支援に関する検討会”を設置した。

検討会では、討議した内容を『第一次まとめ』8）と

して、その年の 12 月に報告した。主な報告内容は、

①大学等における合理的配慮の対象範囲、②同合

理的配慮の考え方、③国、大学等および独立行政

法人等の関係機関が取組むべき課題であった。そ

の後、大学等での障害学生の在籍者数が増加し、

今まで以上に修学支援体制の整備が急務となった

状況を踏まえて、文部科学省は、平成 28（2016）

年 4 月に再び、“障害のある学生の修学支援に関

する検討会”を設置し、『第一次まとめ』の進捗状

況を考慮した検討が進められ、平成 29（2017）年 3

月に『第二次まとめ』9）が取りまとめられた。

　『第一次まとめ』によると、大学等における合理

的配慮は「障害のある者が、他の者と平等に「教育

を受ける権利」を享有・行使することを確保する

ために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を

行うことであり、障害のある学生に対し、その

状況に応じて、大学等において教育を受ける場合

に個別に必要とされるもの」であり、かつ「大学等

に対して、体制面、財政面において、均衡を失し

た又は過度の負担を課さないもの」8）と定義づけ

られている。

　言い換えれば、大学等における合理的配慮は、

在籍する障害学生にとって、社会的障壁（障害学

生の日常生活と社会生活の支障となっている障

壁）となっている部分があれば、大学等が変更・

調整し除去することによって、学びの権利を保障

することである。だが、合理的配慮というと“配

慮”という表現から、一方的に「してあげる」もし

くは「してもらう」というニュアンスを感じ取る

場合が生ずる。

　しかし、合理的配慮の原語である reasonable 

accommodation の“reasonable”の意味において、

英米の哲学思想文献では、自己と目的を異にする

他者からみても“道理に適った”といえる仕方で他

者を尊重する態度に関わる意味を含んで使用され

ている 10）。また、“accommodation”は英和辞典に

よると、“配慮”という意味はなく、“便宜や調整”

等の意味である。つまり、直訳すると“道理に適っ

た便宜”となる 11）。しかしながら、日本語訳され

た際に“合理的配慮”と表記されたのである。

　そこで、大学等における合理的配慮は、原語本

来の意味を加味して配慮をする大学等が一方的に

決めるのではなく、障害学生と共に学びやすい環

境を整えるためにはどうすれば良いかを念頭に、

対話を進めることが肝要である。そのため、学校

組織としては明確なルールを設け、当事者本人の

ニーズと照らして妥当な配慮かどうかは、組織的

に決定され提供される。組織的決定がゆえに、授

業担当教員の個人的な考えとは一致しないことも

生じうる。

　これに対して、学校・教育分野で実施されて

いる教育的配慮は、その機関の決定者（学校組織

や教職員）が、学生のキャリアや社会生活に支障

を来たさないように配慮した判断を下すことが多

く、当事者本人より周囲の人の主観的・個別的判

断によって提供される場合がある。また、判断基

準が各教職員の個人的判断になってしまうことも

否めない。

　制度としての合理的配慮は、この教育的配慮を

否定するものではなく、両者の違いを認識して適

切に提供することが重要であり、合理的配慮を実

施するにあたっては、変更・調整することのでき

ない本質の確認が必要となる。変更・調整が不可

能とされる点は、障害学生本人のニーズである。

さらに、各授業で学生が習得すべき事項であり、

成績評価基準の調整や学修内容の本質（教育の目

的、内容、機能等）部分を省略することは不可能

とされる。それに対して、変更・調整の可能な点

は、障害学生が修学する上で社会的障壁となり

うる講義や実習・実験方法等で、習得するため
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の提供方法や手段の調整、またレポートや筆記

試験等の評価方法である。舩越は、全国高等教

育障害学生支援協議会第 5 回大会分科会の中で、

「大学等がまず保障すべきものは成功そのもので

はなく、学びへのアクセスビリティと機会の提

供であり、それを可能にする事前的改善措置と

しての基礎的環境整備である。」12）と語っている。

すなわち、合理的配慮の前提として、障害学生

への支援についての姿勢・方針や関連する様々

な学内規程の整備、障害学生支援の専門部署・

相談窓口設置等の体制整備のほか、バリアフリー

化に配慮した施設・設備等の整備が不可欠となる。

III．熊本保健科学大学における障害学生への 

修学支援

1．熊本保健科学大学における合理的配慮の進め方

　熊本保健科学大学（以下、本学）における合理的

配慮の進め方を図 2 に示す。上述した“障害のあ

る学生の修学支援に関する検討会”が取りまとめた

『第二次まとめ』における提言を基本として、障害

学生本人または保護者からの支援申し出に始まり、

学生相談・修学サポートセンター（以下、サポー

トセンター）運営スタッフが、本人または保護者

と面談を実施して支援ニーズを聞き取り、その後、

合理的配慮に基づく支援内容に関する建設的対話

を、本人、保護者、サポートセンター運営スタッ

フおよび本人所属学科教員と実施する。支援に関

して合意が得られたのち、決議機関である修学支

援委員会による審議を経て、支援を決定する。決

定した支援に関しては、本人との面談等を通して、

定期的な見直しと改善を実施している。

2．保健科学部における修学支援学生数

　本学保健科学部 3 学科（医学検査学科、看護学

科、リハビリテーション学科）全体の修学支援学

生数の推移を障害種別ごとに表 1 に示した。全

体の修学支援学生数は年々増加傾向にあり、平

成 30（2018）年度は 26 人で、障害学生在籍率は約

1.7% を呈した。修学支援学生で最も多かった区

分は、病弱・虚弱の 15 人（57.7%）であり、同年

度の JASSO 実態調査における医学・歯学を除く

申請

•本人（保護者）からの支援申し出 → 学生相談・修学サポートセンターへ

•対面での支援申込み受付（情報開示の範囲を確認）

•本人（保護者）からの支援申し出 → 学生相談・修学サポートセンターへ

•対面での支援申込み受付（情報開示の範囲を確認）

面談・協議

•センター運営スタッフ1）が本人および保護者へ支援ニーズの聞き取り、希望支援方針を確認

•障害等の状況を示す根拠資料の確認

•本人および保護者と所属学科・専攻教員、センター運営スタッフ1）との支援内容への建設的対話

•センター運営スタッフ1）が本人および保護者へ支援ニーズの聞き取り、希望支援方針を確認

•障害等の状況を示す根拠資料の確認

•本人および保護者と所属学科・専攻教員、センター運営スタッフ1）との支援内容への建設的対話

合意
•合理的配慮の内容の決定、合理的配慮申請書の作成と修学支援委員会への提出•合理的配慮の内容の決定、合理的配慮申請書の作成と修学支援委員会への提出

審議・決定

•修学支援委員会による審議・決定

•授業配慮願文書の作成 → 授業担当各教員へセンター運営スタッフ1）による手渡し

•修学支援委員会による審議・決定

•授業配慮願文書の作成 → 授業担当各教員へセンター運営スタッフ1）による手渡し

見直・改善
•本人とセンター運営スタッフ1）面談による支援内容の定期的な見直しと改善•本人とセンター運営スタッフ1）面談による支援内容の定期的な見直しと改善

1）学生相談・修学サポートセンター運営スタッフ

図 2　熊本保健科学大学における合理的配慮の進め方
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保健系学科別の障害区分構成比 49.0% を超えた。

これは、学外医療機関等における実習を契機とし

て、実習施設における合理的配慮の提供を求めて、

修学支援を申し出る障害学生が多いことが一因で

はないかと推察される。なお、令和元（2019）年度

は、9 月末日現在で、24 人の修学支援学生に対し

て合理的配慮を提供している。  

3．保健科学部における講義時の支援

　保健科学部 3 学科における講義時の支援とし

て、座席配慮（前方、希望座席の確保）、途中出入

りの許可やビデオ教材への字幕付けのほか、病弱・

虚弱学生においては、通院・入院時の講義資料の

配付や補足説明、さらに体育の授業における激し

い運動時の見学許可等を実施している。また、視

覚障害学生へは資料の拡大コピー提供等を、書痙

のある学生へは授業・定期試験時（解答が長文と

なる場合のみ）に筆記に代わるパソコン入力を許

可すると共に、使用するパソコンについては、サ

ポートセンター所有の機器を貸与している。聴覚

障害学生へは、パソコンノートテイクによる情報

保障提供のほか、平成 30（2018）年 12 月からは補

聴援助システム「ロジャー」を導入している。

4．医学検査学科における学内実習時の支援  

　医学検査学科における学内実習時には、講義

時同様に座席の配慮を実施する以外に、Student 

assistant や本学 OB を学外指導員として配置する

こと、ペアーを組む学生や班編成を配慮するこ

とのほか、聴覚障害や発達障害のため視覚的に

物事を捉える力が高い学生の特性に合わせて、

教員自作の実習操作手技を動画に記録した教材

も活用している。

5．医学検査学科における学外実習時の支援

　医学検査学科における学外実習支援は、実習

施設への対応を学科教員が主体となって担当し、

サポートセンターは、修学支援学生本人と学科

教員に対する支援を行っている。また、サポート

センターは、必要があれば実習施設および学外機

関等とも連携をとっている。このように、相互の

部署等が補完的に機能しながら学外実習支援体制

を整えている（図 3）。

　先述した、「障害のある学生の修学支援に関す

る検討会」が報告した『第二次まとめ』において、

学外実習等で学外の複数の機関が関与する場合に

は、支援の主体が不明確になりがちであることか

ら、「受入れ機関においても一定の支援が必要に

なる（国内の機関であれば障害者差別解消法によ

る合理的配慮の提供義務等が発生）と考えられる」

しかし、この調整が困難になることも予測される

１）ＪＡＳＳＯ 平成30年度（2018年度）障害のある学生の修学支援に関する実態調査
医学・歯学を除く保健系学部別の値

２）令和元年（2019年）9月末日現在

表 1　熊本保健科学大学保健科学部における障害種別修学支援学生数の推移

1）JASSO 平成 30（2018）年度 障害のある学生の修学支援に関する実態調査

医学・歯学を除く保健系学部別の値より

2）令和元（2019）年 9 月末日現在
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ことから、「大学等は障害のある学生が不利のな

い環境で実習等を行うことができるよう十分な

事前準備を行う必要がある。その際、受入れ機関

の利用者の権利利益を損なわないよう留意しつ

つ、実習等の目的・内容・機能の本質を満たす支

援の在り方を検討するため、大学等はこれらの機

関と密接に情報交換を行うことが重要である。」9）

と提言していることから、今後、ますます学外実

習施設との連携を重要視していかねばならない。

お わ り に

　教育機関として“教育の本質”を変えることなく、

教職員が合理的配慮の提供を実施するにあたり肝

要なことは、大学等としてのディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリ

シーの 3 つの方針やシラバス等を充実させるこ

と、さらにこれらを明確にして、自施設における

教育の本質を可視化することである。特に、教員

が責任をもって記入するシラバスは、授業科目の

詳細な授業計画書であり、学生がその科目の準備

学習等を進めるために基本となるものである。そ

れゆえに、教員は担当する授業のシラバス作成に

おいて、授業目標（GIO、SBO）、授業概要、授業

形態（講義、実習、演習、実技等）、成績評価方法

を明記するほか、教科書や教材へのアクセシビ

リティ、準備実習、さらにディスカッションや

グループワーク、プレゼンテーション等のアク

ティブラーニングの要素を丁寧に記述すること

が望ましい。これらの項目の充実は“教育の本質”

を可視化することができる。それにより、授業

を受講するすべての学生、特に障害学生は、具体

的に“何が困るか”を事前に判断する資料の一つと

してシラバスが活用できる。加えて、支援部署や

支援者を含めて、合理的配慮提供時の変更可能な

点や不可能な点が明確になっていく。

　さらに、教員は、多様化する学生に対する支援

者としての姿勢やスキルを身につけることも重要

である。臨床検査技師養成施設でも導入され始め

てきた臨地実習前の総合実習（OSCE）実施におい

ても、障害学生の障害特性と支援ニーズを踏まえ、

・修学支援学生への基本的な対応方針

・修学支援学生の実習に係る指導・助言の方針

・修学支援学生のための調整・連携の方針

・修学支援機器の貸出（i Pad、振動付タイマー等）

各学外実習施設
・臨地実習委員会

・実習施設担当教員

・修学支援学生
ＳＧ担任

・聴覚障害支援センター

大学内支援部署

実習施設
担当教員

医学検査学科

技 師

・ハローワーク

実習学生 修学支援
学生ＳＧ
担任

・障害者職業センター

・修学支援学生の保護者

修学支援学生

学外機関等

図 3　熊本保健科学大学医学検査学科における学外実習支援体制
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当該学生における技術・技能取得や定着には時間

を要することも認識しておかなければならない。

　そのほか、教員は、修学支援学生の意向を尊重

し、本人の情報を支援部署や支援者と共有する際

には、個人情報保護の観点に十分留意しながら連

携をとることも大切である。また、繰り返しにな

るが、講義・実習等における合理的配慮の提供に

関しては、学生の学ぶ権利を保障するという方向

性をお互いに持ち、建設的な対話を修学支援学生

と共に実施することが肝要である。

　そして、学生が求められる能力に達成するため

のアプローチの仕方は多様であることに理解を

示し 12）、教育の目標や公平性を担保しながら修

学支援学生のみならず、すべての学生に分かり

やすい授業をめざし、各教員が新たな切り口で

授業改善に取組む姿勢が必要である。

　臨床検査技師への道を選び、希望をもって入学

したすべての学生が、その夢を成就して医療界へ

と羽ばたけるよう、寄り添いながら共に歩んで

いきたいものである。
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